
〇ふくおか県央環境広域施設組合公印規 

 則 
 

平成 31年４月１日 
規 則 第 ７ 号 

 

 （目的） 

第１条 この規則は、ふくおか県央環境広域施設組合の公印に関し必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 

 （公印の種類、管理者、ひな型等） 

第２条 公印の種類、名称、書体、形状及び寸法並びに管理者は、別表第１のとおりとす

る。 

2 公印のひな型は、別表第２のとおりとする。 

 （公印の新調、改刻又は廃止） 

第３条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、組合長の決裁を受けなけ

ればならない。 

2 組合長は、前項の規定により公印の新調、改刻又は廃止をしたときは、印影を付してそ

の旨を告示しなければならない。 

 （公印簿） 

第４条 公印は、公印簿（別記様式）に登録したあとでなければ使用することができない。 

2 公印簿は事務局に備付け、事務局長が印影及び使用開始又は廃止の年月日その他異動事

項を登録する。 

 （公印の使用） 

第５条 公印を使用するときは、決裁を受けた原議書及び関係書類等押印を必要とする決

裁済の文書を事務局長に提出し、対照審査を受けなければならない。 

 （公印影の印刷） 

第６条 対外的に発する文書で同一内容により多量に印刷するもののうち、事務局長が必

要と認めるものについては、第２条に規定する公印の押印に代えて、当該文書に公印の



印影を印刷することができる。この場合において、別表第１に定める寸法により難いと

きは、公印の印影を縮小し、又は拡大して印刷することができる。 

 （公印の事故の場合の処置） 

第７条 公印に関し、紛失その他事故を生じたときは、事務局長は、速やかに組合長に報

告しなければならない。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１（第２条関係） 

  

名 称 種類 ひな型 書体 形状 
寸法 
（mm） 管理者 

組 合 印 職印 １ てん書 正方形 21 事務局長 

組 合 長 印 職印 ２ 〃 〃 〃 〃 

組 合 長 職 務 
代 理 者 印 

職印 ３ 〃 〃 〃 〃 

会 計 管 理 者 印 職印 ４ 〃 〃 〃 
会 計 
管 理 者 

事 務 局 長 印 職印 ５ 〃 〃 〃 事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第２（第２条関係） 
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別記様式（第４条関係） 
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